
 

大野町地内で 

交通死亡事故発生！ 
 

 

 

自転車利用者の方へ 

        

ドライバーの方へ 

         

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車安全利用五則 

一 車道が原則、左側を通行  

歩道は例外、歩行者を優先 

二 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 

三 夜間はライト点灯 

四 飲酒運転は禁止 

五 ヘルメットを着用 

ヘルメットの確実な着用 

 ヘルメットを着用していない場合、致死率が着用時

の約２．８倍になります。安全基準を満たした、サイ

ズの合ったヘルメットを被りましょう。 

自転車損害賠償責任保険への加入 

 自転車の運転手が加害者となり、高額な賠償請求が

生じた事例があります。万が一の事故に備えて、自転

車保険に加入しましょう。 

反射器材の装備、薄暮、夜間のライトの点灯 

自転車の両側面にはんしゃあき夜間は、反射器材・

ライトを活用して存在感を出すことにより、自動車の

運転手などに早めに自分の存在を知らせることがで

きます。 


